
【環境影響評価書とは？】
評価書とは、事業者（国土交通省四国地方整備局）が、環境影響評価準備
書（調査・予測・評価を実施した結果を示したもの）に対する知事意見や住民
意見等を踏まえて、これを修正したものです。
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【環境影響評価（環境アセスメント）制度とは？】
環境アセスメントの制度とは，事業者が大規模な事業を実施する前に，事業
に関する情報や事業の実施による環境影響の調査結果などを書面で公表し，
住民，市町村，県や国などから提出される環境の保全の見地からの意見を踏
まえ，事業計画を環境保全上より良いものとしていく手続きのことです。
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